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１.  結婚サポーターの活動内容�

　秋田県に登録し、各地域でボランティアとして、主に次のような｢出会い･結婚支援活動｣を行います。�

　●出会いや結婚に関するお世話やアドバイス�

　●出会いイベントの企画･開催のお手伝い�

　●「あきた結婚支援センター」の紹介や出会いイベント等に関する情報提供�
�

２.  活動期間�

　登録の日から２年後となる日の属する年度末（更新あり）�
�

３.  申込方法�

　「結婚サポーター応募用紙」に必要事項を記入のうえ、役場企画財政課企画係まで提出してください。�

    ※応募用紙は企画財政課窓口、町のホームページからも入手することが可能です。�
�

４.  活動までの流れ�

　①役場を通じて応募し、｢あきた結婚支援センター｣の研修を受講して頂きます。�

　　（研修は八峰町役場で、２時間程度行います）�

②研修後、県から「身分証」を交付します。また、「あきた結婚支援センター」のウェブサイトにサポー

ターのお名前とお住まいの市町村名を掲載し、地域の皆さんにＰＲします。                                      �
�

③活動開始�

　町では、サポーターに登録された方が実施する小規模なお食事会から、大規模なお見合いパーティー

などに係る費用を助成する「出会いの場応援事業」を用意しております。�

　また、サポーター同士の意見交換の場として、年に数回、サポーター会議を実施したいと考えています。�

出会いを希望される方は�

『あきた結婚支援センター』をご利用ください。�
登録料1万円は町が負担しま

す！ 

　あきた結婚支援センターは、市町村・各種団体が共同で設立した任意団体で、結婚を希望する方の出会い

を応援するため、会員登録制によるマッチング（お見合い）を行っています。                                         �
�

【個別マッチングシステム会員】�

　入会すると、あらかじめ登録された会員の中から、お相手をパソコン検索システムにより選び、マッチン

グの申し出を受けた場合には、センターで個別にお会いすることができます。�

　従来の制度ではセンターへの登録後、町への申請が必要でしたが、制度の見直しにより、

入会時に八峰町民であることを申し出れば、登録料が免除される方法へと変更になりました。�

希望者は県内３箇所にある結婚支援センターのいずれかで登録してください。�

①北センター　　大館市字中町５　旧正礼竹村ビル２階�

②中央センター　　秋田市中通６－７－36　フォーラムアキタ１階 �

③南センター　　横手市四日町６－８　横手市横手地域局向�

出会いや結婚を希望する独身の方々を支援する�

『結婚サポーター』を募集します！�

●問合せ先　企画財政課　企画係　　0185－76－4603

ボランティアとして活動にご協力頂ける方のご応募をお待ちしております！�

●問合せは、各センター共通の専用ダイヤル　　0800－800－0413

八峰町では「貸したい空き家」＆「売りたい空き家」�
を募集しています！�

　八峰町では、定住対策の一環として、Ｕ・Ｉターンや田舎暮らしを希望
される方々へ、町内の空き家（賃貸・売却が可能な物件）を紹介し
ています。                                �

　『空き家の管理が大変なので、誰かに貸したい…』などの要望がありました

ら、お気軽にご相談ください。�

資産運用と管理�

・空き家を貸し出し、家賃収入を得ることで、固定資産税の支出などに充てることができます。�

・人が住まなくなると、家はあっという間に老朽化が進みます。資産の維持のためにも、“入

居者に管理してもらう”という気持ちで貸し出してはいかがでしょうか。�

地 域 貢 献�

・地域内に空き家が多くなると、防犯・防災上の問題や、集落の景観悪化の問題などが心配さ

れます。人が移り住むことで、これらの問題の対策につながります。                              �

・八峰町の人口は年々減少しています。空き家バンクを活用して、町外から定住希望者が移り

住んでくることで、地域の活性化が見込めます。                              

＜問合せ先＞�

●空き家バンク　　企画財政課　企　画　係　　0185－76－4603�

●空き家業務全般　　総　務　課　防災安全係　　0185－76－4601�
　（危険な空き家に関すること）�

◆　空き家バンク制度の概要　◆�

空

き

家

所

有

者�
空
き
家
を
探
し
て
い
る
人�

①登録申込�

③連絡調整� ③連絡調整�

②利用申込�

当事者同士での契約交渉�

八　峰　町�

空　き　家�

バ　ン　ク�

現 地 調 査�
↓�

危 険 度 判 定�
↓�

耐 震 診 断�
↓�

平 面 図 作 成�
↓�

登 録 シ ー ト 作 成�
↓�

空き家バンク登録�
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＜バンク利用の流れ＞�

①申込用紙に必要事項（※）

を記入していただきます。�

※築年数、間取り等につい

て、わかる範囲で記入し

ていただきます。�

②利用希望者から申し込み

があれば、所有者の方に

お知らせします。�

③所有者と利用希望者で交

渉をしていただきます。�


